
対策の基本方針 ①熱中症対策を守谷商会の全作業所において確実に実施する。（PDCA）

②重篤な熱中症に関する対策（熱中症に関する改正省令の対応）

③熱中症リスクの高い作業に関する対策

既存の熱中症対策

（継続事項）

・熱中症対策計画書（別紙①）を作成し、安全衛生環境パトロールに

　おいて実施状況を確認する。（5～9月）

・専門工事業者ごとに作業所熱中症予防管理者を選任し、作業所内の

　熱中症に関する連絡・管理体制を構築する。

　（別紙②：グリーンサイトにおける管理、改正省令対応）

・作業所における熱中症発生時の緊急対応フローおよびポスターを作成・掲

　示し、作業所内で周知する。【安全大会、新規入場時教育】

　（改正省令対応）

・作業所にAED、熱中症対策キットを配備する。【現場担当者が常駐する現場】

 （隣接する施設にAEDが設置されている現場を除く）

　※AEDについては、熱中症だけでなく高年齢労働者および近隣周辺

　　 における緊急対応時の設備として通年配備する。

・現場担当者および作業所熱中症予防管理者（職長・安全衛生責任者）

　は、救命救急講座を受講する。

（災防協、職長会における動画視聴、動画はFileforceでの配布）

・7～9月の期間は,原則として完全週休2日（作業所閉所）とする。

（工期または作業工程の関係により週休2日を確保できない場合は、

   工事部長、担当課長の判断により適用除外とする）

・WBGTレベル別行動基準（別紙③）により休憩時間を確保する。

　暑さ指数配信サービス等で予報値を取得し、朝礼時に休憩予定を伝える。

【コンクリート打設作業】

・WBGT値が31℃を超えると予想される場合のコンクリート打設作業は、

 作業時間を考慮した打設計画を策定する。

（屋内、左官作業除く作業時間を午後4時終了を目途とする）

・足場の4段目以上の作業場所等、休憩時に最下層まで下ることが容易で

　ない場合は、打設箇所付近に給水所や日除け設備を設けた休憩スペース

　を確保する。（継続事項）

【交通誘導員】

・交通誘導員の配置場所に、日除け設備を設置する。（継続事項）

・8月にコンクリート打設作業等、交通誘導員が休憩時間を確保できない

 場合は、交代要員を手配する。（継続事項）

【参考事例】現場の状況に応じて、以下の熱中症対策を実施してください。

・災防協費、現場仮設費を利用した飲料水の割引。（自動販売機）

・暑中期間は、かき氷、塩バナナ、スイカ・きゅうり等を作業員に配布する等 の熱中症対策の工夫を行う。

　（目的：糖分と塩分の補給、アイススラリー効果、作業員とのコミュニケーション）

3.熱中症リスク

　　　の高い作業

　・コンクリート打設

　・交通誘導員

守谷商会熱中症対策（2025年度）

【2025年度から新たに実施する熱中症対策】

1.熱中症予防対策

　　（基本事項）

2.施工サイクル

　・労働時間の管理

・WBGT値の計測

・熱中症アラート配信

　サービスの利用

・空調服の使用

・新規入場時の

　既往歴確認

・RAKYでの体調確認

・休憩時の声掛け

　確認

・塩飴

・扇風機

・ミスト扇風機

・スポットクーラー

・エアコン

・冷水器

・製氷機

・日除けテント等の

　設置

　その他（試行事項、参考事例）

・守谷商会の熱中症対策を文書により専門工事業者へ周知する。（別紙⑤ 文書の送付及び安全推進大会での説明）

・実行予算の安全対策費として、熱中症対策費用を見込む。

【試行】以下の対策を名古屋支店で試行し、利用状況により全社展開する。

　・ウエアラブル端末の貸与（コンクリート打設作業員、警備員、60歳以上の者を対象）、熱中症リスク判定AI「カオカラ」の設置。



熱中症対策計画書
作成日

計画 実施確認

（5月） （5～9月）

1 □ □
2 □ □
3 □ □
4 □ □
5 □ □
6 交通誘導員 □ □
6 □ □
7 □ □
8 □ □
9 □ □
10 □ □
11 □ □
12 □ □
13 □ □
14 □ □
15 □ □
16 □ □
17 □ □
18 □ □
19 □ □ ※

20 □ □
21 □ □
22 □ □
23 □ □
24 □ □
25 □ □
26 □ □
27 □ □ ※

28 □ □
29 □ □
30 □ □ ※

31 □ □
32 □ □
33 □ □
34 □ □
35 □ □
36 □ □
37 □ □
38 □ □
39 □ □
40 □ □
41 □ □ ※

42 □ □ ※

スポットクーラー

スポットクーラー

労働者の健康管理

労働安全衛生教育

暑熱順化期間の周知（7月：梅雨明け、8月：長期休暇明け）

WBGTレベル別行動基準による休憩時間の確保

作業時間の調整（　 ：  　　～　  ：  　）

その他（　　　　　　　　　　　）

スポーツドリンク・経口補水液

水道設備

冷水器、製氷機等

WBGTレベル別行動基準の掲示・周知

交通誘導員の日除け設備

管理体制の確立

緊急時の対応

暑熱順化期間

作
業
管
理

現　場　名

【熱中症対策実施事項】
※印：新たに実施する熱中症対策

作
業
環
境
管
理

No

その他（　　　　　　　　　　　）

作業所熱中症予防管理者の選任

塩飴

その他（　　　　　　　　　　　）

熱中症対策キット

AED

その他（　　　　　　　　　　　）

2025年度

作業時間

Con打設

安全掲示板

水分・塩分等
の補給設備

緊急対応設備

休憩所

熱中症対策分類

作業場

緊急時の対応フローの作成・掲示

交通誘導員の交代要員の確保

その他（　　　　　　　　　　　）

新規入場者アンケートにおける既往歴の確認

RAKY活動実施記録表における健康管理確認の実施

その他（　　　　　　　　　　　）

守谷商会社員・職長による声掛けの実施

その他（　　　　　　　　　　　）

安全大会・安全教育にける熱中症予防教育

熱中症に関するポスター類の掲示

安全パトロールの添付書類とし、確認する。（5～9月）

暑さ指数（WBGT）の測定・表示

送風機

ミストシャワー

打設箇所付近における給水所の設置

日除け付きの休憩スペース

その他（　　　　　　　　　　）

休憩所（ユニットハウス等）

日除けのある休憩所

クーラー

水道設備

冷水器

製氷機

冷蔵庫

送風機

ミストシャワー

別紙➀



工事名

※ 作業所熱中症管理者の選任は、守谷商会独自の熱中症対策の取り組みです。

上記に記載した守谷商会の作業所における熱中症管理業務を担っていただくため、職長・

請負
熱中症予防
管理者名

一次

二次

三次

また、一次下請負業者など先次の作業所熱中症予防管理者は、請負関係にある後次の作業
所熱中症予防管理者の業務実施状況についても、併せて確認・指導をお願いいたします。

作業所熱中症予防管理者の選任および緊急連絡体制表

【熱中症予防管理体制の確立】

（仮称）○○新築工事

6.熱中症のおそれのある労働者を発見した際の連絡体制（守谷商会への報告）と
　措置の手順等について作業開始前に周知する。

安全衛生責任者または事業所の熱中症予防管理者を選任してください。

7.作業場所の巡視を行い、労働者の水分及び塩分の摂取状況を確認する。

8.退勤後に体調が悪化しうることについて注意喚起する。

作業所熱中症予防管理者の業務

連絡先会社名

1.作業場所の暑さ指数（WBGT）を把握する。

2.暑さ指数（WBGT）に応じた低減措置対策を実施する。

3.暑さ指数（WBGT）に応じた衣類の着用状況を確認する。

4.労働者の暑熱順化の状況を確認する。

5.朝礼時等作業開始前において労働者の体調及び暑熱順化の状況を確認する。

○○工務店

□□建設

△△興業

別紙②

グリーンサイト（随時提出）で運用する。（一次業者）
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